
寒川町公の施設の指定管理者選定委員会規程新旧対照表  

現行  改正案  

～略～  ～略～  

(公 募に よらな い指 定管 理者 の候 補者 の

選定等 ) 

(公 募に よらな い指 定管 理者 の候 補者 の

選定等 ) 

第 7条  前 3条の規定は、条例第 5条の規定

に よ る 公 募 に よ ら な い 指 定 管 理 者 の 候

補 者 の 選 定 の 場 合 及 び 寒 川 町 公 の 施 設

の 指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る

条 例施行 規則 (平成 1 7年 寒川町 規則第 1 5

号 )第 4条 の 規 定 に よ る 応 募 が な か つ た

場 合 の 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 の 場

合においても、適用する。  

第 7条  前 3条の規定は、条例第 5条の規定

に よ る 公 募 に よ ら な い 指 定 管 理 者 の 候

補者の選定 の場合                    

                                   

                                   

                                   

                                 

  においても、適用する。  

～略～  ～略～  

 附  則  

 この訓令は、公表の日から施行する。  

 


